[bookmark: _GoBack]希望認可保育施設（希望園）変更届

提出先　：　子ども施設課入園係

	住　　　所
	墨田区　　　　　　　　　丁目　　　　番　　　　　　　　　号

	保護者名
	

	電話番号等
	自宅

	
	携帯


◆　希望認可保育施設の追加・変更及びきょうだいの選考方法の変更は、申込締切日までに子ども施設課入園係に到着したものが直近の入所選考に反映されます。申込締切日に到着しなかった場合は、次の選考から反映されます。
　※　毎月の空き状況は墨田区公式ホームページ・子ども施設課窓口等で確認できます。
　　※　希望認可保育施設は、空きの有無にかかわらず、希望する順で記入してください。空き状況は退所・転所により変更になる場合があります。
※　電子申請（※事前登録が必要です。）による追加・変更も可能です。電話、FAXによる希望施設の追加・変更はできませんのでご了承ください。
◆　追加・変更する認可保育施設のみでなく、希望する認可保育施設をすべてご記入ください。こちらの内容が最新の希望として、利用調整(選考)会議の対象となります。

	児童名
	

	生年月日
	　　　　年　　　月　　　日生

	第１希望
	

	第２希望
	

	第３希望
	

	第４希望
	

	第５希望
	

	第６希望
	

	第７希望
	

	第８希望
	

	第９希望
	

	第10希望以降
	（※希望順位が分かるようにご記入ください。）



きょうだい同時の申込みをされている方は裏面の確認もお願いします。
きょうだいの選考方法の希望を変更する場合は以下のどれかに☑をお願いします。

	① □同時に同じ保育施設に入れるまで待つ
※同時に同じ保育施設に入所できる状況が整わない限り内定が出ませんので注意してください。
	

	② □ 同時ならば別々の保育施設でもやむを得ない
※同時に入所できる状況が整わない限り内定が出ませんので注意してください。
	
②又は③に記入された方へ
　
全員同時に入園できるときは、
 □下位の希望園でも同園になることを優先する
 □各児童の個々の希望順位を優先する

	③ □ どちらか１人だけでも入所させたい
□どの子が先でも入所する
□(児童名㋐：         　　　　　  )から先でないと入所しない
※児童名㋐に内定が出ない場合は、他のきょうだいに内定を出しませんので注意してください。
	

	④ □ (児童名㋑：                 )は(児童名㋒：                 )と同じ保育施設に入れない場合は、入所しない
	④に記入された方へ
児童名㋒の選考は、
□下位の希望園でも児童名㋑と同園になることを優先する
□児童名㋒の希望順位を優先する
















福祉事務所記入欄　※これより下の欄は記入しないでください。

	日付
	入力

	確認


	兄弟在園施設希望
□あり　　　　□なし
あり→□対応済



